
特許権を取得するまでの手続きの流れ

出願

審査請求

実体審査

拒絶理由通知

拒絶査定

応答（補正書／意見書）

拒絶査定不服審判

審理

前置審査

特許査定

特許審決

拒絶審決審決取消訴訟

特許料納付（設定登録）

異議申立

特許庁費用：¥15,000

弊所手数料：約¥200,000

特許庁費用：¥118,000＋（請求項の数×¥4,000）

弊所手数料：¥10,000

弊所手数料：約¥100,000

特許庁費用：¥2,300＋（請求項の数×¥200）×３年分

弊所手数料：¥10,000

特許庁費用：¥49,500＋（請求項の数×¥5,500）

弊所手数料：約¥150,000（補正書なし）

※ 前置審査の結果あら

たに拒絶理由が通知され

ることがあり、応答する場

合には、弊所手数料が発

生いたします。

※ 審理の結果、あらたに

拒絶理由が通知されるこ

とがあり、応答する場合に

は、弊所手数料が発生い

たします。

※ 登録公報の発行から６月以内に異議申し

立てがされる場合があります。

審理の結果、取消理由が通知された場合

には、訂正、意見書の提出をすることができ

ます。

費用は別途おたずねください。

※ 拒絶審決に不服である場合には、審決取

消訴訟を提起することができます。

費用は別途おたずねください。

補正あり

２０１５年１０月１日作成

井澤国際特許商標事務所

特許料納付（４年目以降
出願から原則２０年まで）

※ 設定登録後４年目以降も権利を維持する

ためには所定期間内に登録料を納付する必

要があります。

登録料は年毎に金額が相違しますので、詳

細は別途おたずねください。

弊所手数料は¥10,000／件／納付ごとです。

出願人側手続き

特許庁側手続き

第三者手続き

※ 弊所手数料は税抜き金額です。また、基本手数料をもとにした概算

金額です。

※ 各金額は2015/10/1のものです。弊所手数料及び特許庁費用は改

定されることがあります。

※ 特許庁費用は特許庁HP等にも掲載されておりますので、最新の金

額についてはそちらでもご確認ください。


